
福
祉
タ
ク
シ
ー
・
バ
ス
共
通
利

用
券
の
交
付
申
請

対
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▽
身
体
障
害
者
手
帳
1
級
・
2
級

所
持
者
▽
療
育
手
帳
A
判
定
所
持

者
▽
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

1
級
所
持
者
※
施
設
入
所
者
、
入

院
中
の
方
、
自
動
車
税
・
軽
自
動

車
税
減
免
者
、
本
市
実
施
の
外
出

支
援
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
は
該
当
し

ま
せ
ん
◆
助
成
額
＝
タ
ク
シ
ー
・

バ
ス
1
回
の
乗
車
に
つ
き
、
上
限

5
0
0
円
※
バ
ス
を
利
用
す
る

場
合
に
限
り
、1
0
0
円
単
位
で

助
成
◆
交
付
枚
数
＝
申
請
し
た
月

か
ら
当
該
年
度
分
の
利
用
券
を
一

括
交
付（
5
0
0
円
分
×
月
4
枚
）

※
人
工
透
析
通
院
者
で
、
医
療
機

関
等
に
よ
る
無
料
送
迎
が
な
い
場

合
は
月
13
枚
を
交
付（
年
度
上
限

1
5
6
枚
）持
対
象
者
の
障
害
者

手
帳（
代
理
申
請
可
）申
問
社
会
福

祉
課
☎
24

−

7
0
3
3
ま
た
は
各

振
興
局
市
民
福
祉
課

相
談

健
康
増
進
課
か
ら

こ
こ
ろ
の
相
談
室

日
4
月
8
日
㊎
午
後
1
時
〜
4
時

30
分
※
1
人
1
時
間
程
度
内
こ
こ

ろ
の
悩
み
を
市
の
臨
床
心
理
士
や

保
健
師
に
相
談
申
問
健
康
増
進
課

☎
24

−

1
1
2
7

ひ
き
こ
も
り
相
談

日
4
月
22
日
㊎
午
後
1
時
30
分
〜

4
時
30
分
※
1
人
50
分
程
度
内
ひ

き
こ
も
り
に
関
す
る
相
談
◆
相
談

＝
心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
・
稲
松
由

佳
さ
ん
申
問
健
康
増
進
課
☎
22

−

7
7
0
0（
も
し
も
し
電
話
健
康

相
談
）【
共
通
事
項
】所
立
野
庁
舎

対
本
人
や
家
族
な
ど
他
申
込
み
必

要
。
個
人
の
秘
密
は
厳
守

司
法
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

日
4
月
16
日
㊏
午
後
1
時
〜
4
時

所
豊
岡
市
民
プ
ラ
ザ
市
民
活
動

室
A
内
相
続
・
登
記
・
多
重
債

務
・
消
費
者
問
題
・
成
年
後
見
な

ど
の
相
談
申
2
日
前
の
午
後
5
時

ま
で
※
㊏
㊐
㊗
を
除
く
問
兵
庫
県

司
法
書
士
会
但
馬
支
部
☎
23

−
7
8
1
7

身
体
障
害
者
移
動
相
談

日
5
月
27
日
㊎
午
前
10
時
〜
正

午
所
立
野
庁
舎
内
補
装
具（
義
肢
、

装
具
、
車
い
す
）支
給
・
修
理
の

判
定
、
補
装
具
装
用
指
導
な
ど
※

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
診
断
は

行
い
ま
せ
ん
対
身
体
障
害
者
申
5

月
10
日
㊋
ま
で
に
問
で
手
続
き
問

社
会
福
祉
課
☎
24

−

7
0
3
3
ま

た
は
各
振
興
局
市
民
福
祉
課

土
地
家
屋
調
査
士
に
よ
る

無
料
相
談
会

日
4
月
16
日
㊏
午
後
1
時
30
分
〜

4
時
所
豊
岡
市
民
プ
ラ
ザ
市
民
活

動
室
B
内
土
地
建
物
登
記
・
土
地

境
界
の
相
談
申
前
日
の
午
後
5
時

ま
で
に
問
に
電
話
問
兵
庫
県
土
地

家
屋
調
査
士
会
但
馬
支
部
☎
23

−

3
8
6
0

そ
の
他

市
営
バ
ス「
イ
ナ
カ
ー
」

運
行
ダ
イ
ヤ

内
市
営
バ
ス「
イ
ナ
カ
ー
」の
4
月

以
降
の
運
行
ダ
イ
ヤ
を
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
※

気
比
三
原
線
・
竹
野
南
線（
竹
野

三
原
線
・
床
瀬
線
）は
、
ダ
イ
ヤ

改
正
が
あ
る
の
で
注
意

し
て
く
だ
さ
い
問
都
市

整
備
課
☎
23

−

1
7
1 

2介
護
保
険
料
の
口
座
振
替
結
果

通
知
書
を
廃
止
し
ま
す

　

介
護
保
険
料
を
口
座
振
替
で
納

付
し
て
い
る
方
で
、
希
望
者
に
は

「
口
座
振
替
結
果
通
知
書
」を
送
付

手当額の改定
　児童扶養手当、特別児童扶養手当および特別障害者手当等の月額が、2022年４月分から下記のと
おり変わります。

手当の名称 改定前（月額） 改定後（月額）

児童扶養手当

本体額
全部支給 43,160円 43,070円

一部支給 43,150円〜10,180円 43,060円〜10,160円

第２子加算額
全部支給 10,190円 10,170円

一部支給 10,180円〜5,100円 10,160円〜5,090円

第３子以降加算額
全部支給 6,110円 6,100円

一部支給 6,100円〜3,060円 6,090円〜3,050円

特別児童扶養手当（１級） 52,500円 52,400円

特別児童扶養手当（２級） 34,970円 34,900円

特別障害者手当 27,350円 27,300円

障害児福祉手当 14,880円 14,850円
問社会福祉課こども未来応援係☎21-9038（児童扶養手当）、障害福祉係☎24-7033（児童扶養手当以外）

広報とよおか 2022年4月号　 30

くらしの情報



特
集

2〜7

今
月
の
イ
チ
オ
シ

8〜11

市
政
ニ
ュ
ー
ス

12

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

豊
岡

13〜23

く
ら
し
の
情
報

24〜31

保
健
行
事

32〜33

つ
ど
い
の
広
場
・

図
書
館

34〜35

主
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談
・

主
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行
事

36〜37

商
工
会
、
金
融
機
関
な
ど
で
申
込

み
他
詳
細
は「
小
規
模
共
済
」で
検

索
問
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
☎

0
5
0

−

5
5
4
1

−

7
1
7
1

公
立
豊
岡
病
院
地
域
連
携

小
児
休
日
救
急
診
療
日
程

所
公
立
豊
岡
病
院
他
1
歳
以
上
の

小
児
で
、
緊
急
性
の
な
い
自
己
都

合
な
ど
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、

時
間
外
診
察
料
金
3
3
0
0
円
の

負
担
あ
り
問
公
立
豊
岡
病
院
救
急

受
付
☎
22

−

6
1
1
1

健
康
情
報
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
0
1
2
0

−

9
7
9

−

4
5
1

（
通
話
料
無
料
）

※
4
月
29
日
㊎
㊗
は
㊍
の
テ
ー
マ

を
放
送
問
兵
庫
県
保
険
医
協
会
☎

0
7
8

−

3
9
3

−

1
8
4
0

４月の納税
・固定資産税　第１期
  納期限　５月２日（月）
　納税は便利な口座振替を利用してく
ださい。
問 �税務課収税係☎23-1118または各振興
局市民福祉課

４月のテーマ
曜日 内　　容
月 変形性股関節症

火 子どもの歯並びについて

水 腸閉塞とは

木 眼
がん

瞼
けん

痙
けい

攣
れん

について

金〜日 不妊でお悩みの方へ

ど
う
か
を
確
認
で
き
る
制
度
で
す

所
問
税
務
課
資
産
税
係
☎
21

−

9 

0
4
6
ま
た
は
各
振
興
局
市
民
福

祉
課
市
民
福
祉
係

豊
岡
市
福
祉
情
報
サ
イ
ト

と
よ
ニ
コ
開
設

内
く
ら
し
の
中
で
困
り
ご
と
が
あ

る
と「
同
じ
悩
み
を
持
つ
人
た
ち

は
ど
う
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
」「
相

談
で
き
る
場
や
、
悩
み
を
気
に
し

な
く
て
い
い
場
は
な
い
か
な
」な

ど
、
気
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
か
?　

3
月
15
日
に
開
設
し
た

「
と
よ
ニ
コ
」は
、
そ
の
よ
う
な
困

り
ご
と
に
寄
り
添
え
る
よ
う
、
市

内
の
さ
ま
ざ
ま
な
福
祉
情
報
を
届

け
ま
す
問
豊
岡
市
社
会
福
祉
協
議

会
企
画
総
務
課
☎
23

−

2
5
7
3
Ｈhttps://

toyonico.jp
経
営
者
の
た
め
の
退
職
金
積
立

制
度
小
規
模
企
業
共
済

内
月
々
の
掛
金
は
、
千
円
〜
最
大

7
万
円
ま
で
5
0
0
円
刻
み
で
設

定
で
き
、
将
来
に
備
え
て
積
み
立

て
る
制
度
で
す
。
全
額
を
所
得
か

ら
控
除
で
き
ま
す
対
個
人
事
業
主
、

小
規
模
企
業
の
経
営
者
・
共
同
経

営
者
・
役
員（
従
業
員
数
の
上
限

が
あ
り
ま
す
）申
商
工
会
議
所
・

し
て
き
ま
し
た
が
、
経
費
削
減
・

業
務
効
率
化
の
た
め
3
月
振
替
分

を
も
っ
て
、
送
付
を
終
了
し
ま
す
。

振
替
結
果
は
、
預
貯
金
通
帳
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
確
定
申
告
の
際
に
は
、

年
間
の
介
護
保
険
料
の
納
付
を
証

明
す
る
資
料
の
添
付
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
が
、
そ
の
他
必
要
な
場
合

は
納
付
証
明
書
を
交
付
し
ま
す
。

理
解
と
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
口
座
振
替
は
従
来
ど
お
り
継
続

し
ま
す
。

問
高
年
介
護
課
☎
24

−

2
4
0
1

第
11
回
特
別
弔
慰
金

内
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
遺
族

で
、
基
準
日（
2
0
2
0
年
4
月

1
日
）に
お
い
て「
公
務
扶
助
料
」

や「
遺
族
年
金
」等
の
受
給
権
者
が

い
な
い
場
合
に
特
別
弔
慰
金
を
支

給
対
次
の
順
番
に
よ
る
先
順
位
の

遺
族
一
人
①「
戦
傷
病
者
戦
没
者

遺
族
等
援
護
法
」に
よ
る
弔
慰
金

の
受
給
権
取
得
者（
主
に
戦
没
者

等
の
配
偶
者
）②
戦
没
者
等
の
子

③
戦
没
者
等
の
❶
父
母
❷
孫（
戦

没
者
等
の
死
亡
時
に
出
生
し
て
い

た
方
に
限
る
）❸
祖
父
母
❹
兄
弟

姉
妹
※
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の

生
計
関
係
の
有
無
等
で
順
位
が
異

な
る
④
①
〜
③
以
外
の
戦
没
者
等

の
三
親
等
内
の
親
族（
戦
没
者
等

の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
1
年
以

上
生
計
関
係
が
あ
っ
た
方
に
限

る
）◆
支
給
金
額
＝
額
面
25
万
円
、

5
年
償
還
の
記
名
国
債
申
23
年
3

月
31
日
ま
で
他
遺
族
の
誰
か
が
既

に
手
続
き
し
て
い
る
場
合
は
、
改

め
て
手
続
き
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
問
社
会
福
祉
課
☎
24

−

7
0
3
2

固
定
資
産
の
価
格
等
の
縦
覧

日
4
月
1
日
㊎
〜
5
月
2
日
㊊
午

前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分
※

㊏
㊐
㊗
を
除
く
◆
縦
覧
で
き
る
方

＝
①
土
地
：
土
地
の
納
税
者
②
家

屋
：
家
屋
の
納
税
者
※
納
税
管
理

人
ま
た
は
代
理
人
も
縦
覧
可
能
◆

縦
覧
帳
簿
記
載
事
項
＝
①
所
在
、

地
番
、
地
目
、
地
積
、
評
価
額
②

所
在
、
地
番
、
家
屋
番
号
、
用
途
、

構
造
、
建
築
年
、
床
面
積
、
評
価

額
持
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運

転
免
許
証
な
ど
本
人
を
確
認
で
き

る
も
の
※
代
理
人
・
法
人
の
場
合

は
納
税
者
の
委
任
状
が
必
要
他
縦

覧
す
る
土
地
、
家
屋
の
所
在
地
番

な
ど
は
、
事
前
に
調
べ
て
お
い
て

く
だ
さ
い
▽
縦
覧
と
は
、
納
税
者

が
所
有
す
る
土
地
や
家
屋
の
評
価

額
と
、
他
の
土
地
や
家
屋
の
評
価

額
を
比
較
し
、
評
価
額
が
適
正
か

月日 担当医師・住所

４月

３日 太
おお

田
た

秀
ひで

明
あき

（但東町久畑）

10日 吉
よし
田
だ
真
しん
策
さく

（養父市八鹿町・八鹿病院）

24日 赤
あか

松
まつ

　亮
りょう

（九日市下町）
※診療時間は、午前９時〜午後５時
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